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◎
参
照
条
文
（
抜
粋
） 

 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

第
百
四
十
九
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
概
ね
左
に
掲
げ
る
事
務
を
担
任
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

財
産
を
取
得
し
、
管
理
し
、
及
び
処
分
す
る
こ
と
。 

 

七 

公
の
施
設
を
設
置
し
、
管
理
し
、
及
び
廃
止
す
る
こ
と
。 

 

八
・
九 

（
略
） 

 

（
公
有
財
産
の
範
囲
及
び
分
類
） 

第
二
百
三
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

公
有
財
産
は
、
こ
れ
を
行
政
財
産
と
普
通
財
産
と
に
分
類
す
る
。 

４ 

行
政
財
産
と
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
公
用
又
は
公
共
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
こ
と
と
決

定
し
た
財
産
を
い
い
、
普
通
財
産
と
は
、
行
政
財
産
以
外
の
一
切
の
公
有
財
産
を
い
う
。 

 

（
行
政
財
産
の
管
理
及
び
処
分
） 

第
二
百
三
十
八
条
の
四 

行
政
財
産
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
を
貸

し
付
け
、
交
換
し
、
売
り
払
い
、
譲
与
し
、
出
資
の
目
的
と
し
、
若
し
く
は
信
託
し
、
又
は
こ
れ
に
私
権

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

６ 

（
略
） 

７ 

行
政
財
産
は
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
そ
の
使
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

８ 

（
略
） 

９ 

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
使
用
を
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
、
公
用
若
し
く
は
公
共
用
に
供

す
る
た
め
必
要
を
生
じ
た
と
き
、
又
は
許
可
の
条
件
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
委
員
会
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
普
通
財
産
の
管
理
及
び
処
分
） 

第
二
百
三
十
八
条
の
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

普
通
財
産
を
貸
し
付
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
期
間
中
に
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団

体
に
お
い
て
公
用
又
は
公
共
用
に
供
す
る
た
め
必
要
を
生
じ
た
と
き
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、

そ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
借
受
人
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
失

に
つ
き
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６
～
９ 

（
略
） 

 

（
公
の
施
設
） 

第
二
百
四
十
四
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
つ
て
そ
の
利
用
に
供
す

る
た
め
の
施
設
（
こ
れ
を
公
の
施
設
と
い
う
。
）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を

し
て
は
な
ら
な
い
。 

 



 

 

  

○
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
） 

 

（
国
有
財
産
の
分
類
及
び
種
類
） 

第
三
条 

国
有
財
産
は
、
行
政
財
産
と
普
通
財
産
と
に
分
類
す
る
。 

２ 

行
政
財
産
と
は
、
次
に
掲
げ
る
種
類
の
財
産
を
い
う
。 

一 

公
用
財
産 

国
に
お
い
て
国
の
事
務
、
事
業
又
は
そ
の
職
員
（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
の
職
員
を
い
う
。
）
の
住
居
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の

と
決
定
し
た
も
の 

二 

公
共
用
財
産 

国
に
お
い
て
直
接
公
共
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
も
の 

三
・
四 

（
略
） 

３ 

普
通
財
産
と
は
、
行
政
財
産
以
外
の
一
切
の
国
有
財
産
を
い
う
。 

 

（
処
分
等
の
制
限
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

行
政
財
産
は
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

７
・
８ 

（
略
） 

 

（
準
用
規
定
） 

第
十
九
条 

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
（
…
）
の
規
定
は
、
…
同
条
第
六
項
の
許
可
に
よ
り
行
政

財
産
の
使
用
又
は
収
益
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

※ 

「
同
条
第
六
項
」
と
は
、
第
十
八
条
第
六
項
を
指
す
。 

 

（
貸
付
契
約
の
解
除
） 

第
二
十
四
条 

普
通
財
産
を
貸
し
付
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
期
間
中
に
国
又
は
公
共
団
体
に
お
い

て
公
共
用
、
公
用
又
は
公
益
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
必
要
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
財
産
を
所
管
す
る

各
省
各
庁
の
長
は
、
そ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
借
受
人
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
失

に
つ
き
当
該
財
産
を
所
管
す
る
各
省
各
庁
の
長
に
対
し
、
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

○
Ｂ
市
役
所
講
堂
使
用
規
則  

 

（
使
用
の
範
囲
） 

第
二
条 

講
堂
は
、
市
民
の
集
会
そ
の
他
各
種
行
事
を
行
う
者
に
対
し
て
、
市
行
政
遂
行
に
支
障
の
な
い
範

囲
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
利
用
の
制
限
） 

第
三
条 

講
堂
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
使
用
を
許
可
し
な
い
。 

 

一 

公
安
又
は
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

 

二 

営
利
を
目
的
と
す
る
と
認
め
る
と
き
。 

 

三 

管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

 

四 

そ
の
他
市
長
が
不
適
当
と
認
め
る
と
き
。 

 

（
使
用
の
許
可
の
取
消
し
） 

第
五
条 

市
長
は
、
使
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
の
許
可
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。 

 

一 

こ
の
規
則
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
指
示
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

二 

第
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

２ 

市
長
に
お
い
て
緊
急
や
む
を
得
な
い
行
政
目
的
に
使
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
使
用
の
許
可
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 


